
「内部統制システムの構築に係る基本方針」 

１ 当社の執行役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための

体制 

(1) 経営理念、経営方針等を定めるとともに、日本郵政株式会社が定めるグループの行動憲

章に従い、執行役及び使用人が、事業活動のあらゆる局面において法令等を遵守するよう

周知徹底を図る。また、コンプライアンス規程を定め、コンプライアンス態勢を整備する。 

(2) コンプライアンスを統括する部署を設置し、コンプライアンスの推進に努めるとともに、

コンプライアンス委員会を設置し、経営上のコンプライアンスに係る方針、具体的な運用、

諸問題への対応等について協議し、重要な事項を経営会議及び監査委員会に報告する。 

(3) 企業活動に関連する法令等に関する解説等を記載したコンプライアンス・マニュアルを

作成するとともに、執行役及び使用人が遵守すべき法令及び社内規則等に関する研修を実

施することなどにより、コンプライアンスの徹底を図る。 

(4) コンプライアンス態勢を確立し健全な業務運営を確保するため、当社の保険募集人であ

る日本郵便株式会社との間に、代表執行役社長等で構成する連絡会議を設置し、日本郵便

株式会社の内部管理態勢の充実・強化に関する事項を協議するとともに、日本郵便株式会

社に対する指導・管理のために必要な措置を講じる。 

(5) 反社会的勢力対応規程等において組織としての対応を定めるとともに、平素から警察等

の外部専門機関と連携をとりながら不当要求等には毅然と対応するなど、社会の秩序や企

業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力との関係を遮断し排除する。 

(6) 財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するため、財務報告の信頼性の確保

に努めるとともに、重要な事項を必要に応じて経営会議、監査委員会及び会計監査人に報

告する。 

(7) コンプライアンス違反又はそのおそれがある場合の報告ルールを定めるとともに、社内

外に内部通報窓口を設け、その利用につき執行役及び使用人に周知する。 

(8) 内部監査規程等を定め、内部監査態勢を整備する。また、被監査部門から独立した内部

監査部門により、法令等遵守状況を含め実効性ある内部監査を実施するとともに、内部監

査の実施状況等について、経営会議及び監査委員会に報告する。 

２ 当社の執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

経営会議規程及び文書管理規程等において、経営会議議事録、稟議書をはじめとする執行

役の職務執行に係る各種情報の保存及び管理の方法並びに体制を明確化し、適切な保存及び

管理を図るとともに、監査委員会及び内部監査部門の求めに応じ、請求のあった文書を閲覧

又は謄写に供する。 

３ 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

(1) リスク管理基本方針及び各種リスク管理規程等を定め、執行役及び使用人に対しリスク

管理についての基本原則、管理態勢、管理方法等の基本的事項を提示し、当該基本方針等

に基づきリスク管理を実施する。 

(2) リスク管理を統括する部署を設置し、リスクの状況を把握し、分析・管理を行うととも

に、リスク管理委員会を設置し、リスク管理に関する方針、リスク管理体制の整備及び運

営に関する事項並びにリスク管理の実施に関する事項を協議し、重要な事項を経営会議及



び監査委員会に報告する。 

(3) 経営に重大な影響を与えるリスクが顕在化した場合に、迅速かつ適切に対処し、是正手

段をとるため、危機管理規程を定め、危機管理態勢を整備する。 

４ 当社の執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

(1) 執行役で構成する経営会議を原則として毎週開催し、取締役会から委任を受けた事項及

び取締役会付議事項について協議する。また、経営会議の諮問機関として、必要に応じて

専門委員会を設置する。 

(2) 組織規程及び職務権限規程を定め、各組織の分掌、執行役の職務権限及び責任並びに稟

議手続等を明確化し、執行役の職務執行の効率化を図る。 

５ 当社並びに日本郵政株式会社及び当社の子会社から成る企業集団における業務の適正を

確保するための体制 

(1) 日本郵政株式会社、日本郵便株式会社及び株式会社ゆうちょ銀行との間で日本郵政グル

ープ協定を締結するとともに、日本郵政株式会社との間で日本郵政グループ運営に関する

契約及びグループ運営のルールに関する覚書を締結し、グループ運営を適切かつ円滑に実

施するために必要な事項等について、事前協議又は報告を行う。 

(2) 子会社の管理に関する規程を定め、以下のとおり、子会社の業務運営を適切に管理する

態勢を整備する。 

① 子会社に対し、グループ経営の根幹となる日本郵政グループ協定等による措置を講じ

させる。 

② 子会社に対し、経営分析、業務に関する指導、リスク管理、コンプライアンスに関す

る指導、監査等を行う。 

③ 子会社による経営方針、経営計画等の重要事項の策定等を当社への事前承認事項とす

る。 

④ 子会社による当局への申請事項、月次の業績、外部監査の結果等を当社への報告事項

とする。 

(3) グループ内取引の管理に関する規程を定め、グループ会社との取引については、アーム

ズ・レングス・ルールに則った適正な取引を確保する。 

６ 当社の監査委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項 

監査委員会の職務を補助する組織として監査委員会事務局を設置するとともに、監査委員

会の職務を補助するのに必要な知識・能力を有する専属の使用人を配置する。 

７ 当社の監査委員会の職務を補助すべき使用人の当社の執行役からの独立性に関する事項

及び当社の監査委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 

監査委員会事務局の使用人は、監査委員会の職務を補助するに際しては、監査委員会の指

揮命令にのみ従うものとする。また、監査委員会事務局の使用人に係る採用、異動、人事評

価、懲戒処分は、監査委員会又は監査委員会が選定する監査委員の同意を得た上で行う。 

８ 当社の執行役及び使用人が監査委員会に報告をするための体制その他の監査委員会への

報告に関する体制 

(1) 内部統制を所管する執行役は、監査委員会に定期的に当社及び子会社の内部統制に係る



業務の執行状況を報告する。 

(2) 執行役及び使用人は、当社及び子会社の経営に重大な影響を及ぼすおそれのある重要事

項について、速やかに監査委員に報告する。 

(3) 内部監査を所管する執行役は、当社及び子会社の内部監査の実施状況及び結果について

定期的に監査委員会に報告し、経営に重大な影響を及ぼすおそれのある重要事項について

速やかに監査委員に報告する。 

(4) 執行役及び使用人は、監査委員会の求めに応じて、当社及び子会社の業務執行に関する

事項を報告する。この場合において、監査委員会が必要と認めたときは、内部監査を所管

する執行役に対して調査を求め、又はその職務の執行について具体的に指示を行うものと

する。 

(5) 執行役及び使用人は、内部通報等により発覚した当社及び子会社の重大なコンプライア

ンス違反（そのおそれのある事案を含む。）行為について、速やかに監査委員に報告する。 

(6）監査委員会への報告又は内部通報を行った者に対し、当該報告又は内部通報を行ったこ

とを理由として不利益な取扱いを行ってはならない。 

９ 当社の監査委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職

務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項 

執行役及び使用人は、監査委員が監査委員会の職務の執行として監査の実施のために弁護

士、公認会計士その他の社外の専門家に対して助言を求める又は調査、鑑定その他の事務を

委託するなど所要の費用を会社に対して請求したときは、当該請求に係る費用が監査委員会

の職務の執行に必要でないことを会社が証明した場合を除き、これを拒むことができないも

のとする。 

10 その他当社の監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

(1) 代表執行役社長は、経営の基本方針、対処すべき課題、内部統制システムの機能状況等

の経営上の重要事項について、監査委員会と定期的に意見交換を行い、相互認識を深める

よう努める。 

(2) 内部監査を所管する執行役は、監査計画の策定及び変更を行う際は、事前に監査委員会

に監査計画の説明を行い、監査委員会の同意を得た上で行う。 

(3) 監査委員会は、監査上の重要なポイント等を常に把握するため、必要に応じて内部監査

を所管する執行役と意見交換を行うなどの連携を図る。 

(4) 監査委員会は、会計監査人から事前に監査計画の説明を受け、定期的に監査実施報告を

受けるほか、会計監査上の重要なポイント等を常に把握するため、必要に応じて意見交換

を行うなどの連携を図る。 

(5) 監査委員会は、その職務の執行に当たり、日本郵政株式会社の監査委員会と定期的に意

見交換を行うなど連携を図る。 

(6) 内部監査を所管する執行役及び内部監査部長の重要な人事は、監査委員会又は監査委員

会が選定する監査委員の同意を得た上で行う。 
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